
公 共 用 地 交 渉 業 務 は 、 「 公 共 事 業 に 必 要 な

用 地 取 得 に お い て 、 関 係 権 利 者 の 特 定 、 補 償

額 算 定 書 の 照 合 、 用 地 交 渉 方 針 の 策 定 を 行 い 、

権 利 者 と 面 接 し 、 補 償 内 容 を 説 明 し た 上 で 、

用 地 取 得 に 対 す る 協 力 を 求 め る 業 務 」 で あ る 。

１ ． 概 況 ヒ ア リ ン グ 等 の 主 な 内 容  

概 況 ヒ ア リ ン グ は 、 公 共 用 地 交 渉 業 務 に 先

立 ち 、 起 業 者 か ら 説 明 を 受 け る も の で 、 そ の

主 な 内 容 は 、 事 業 の 計 画 概 要 、 取 得 対 象 の 土

地 の 概 要 、 移 転 対 象 物 件 等 の 概 要 、 各 権 利 者

の 補 償 内 容 の 概 要 に つ い て 、 で あ る 。    

２ ． 事 業 の 概 要 に 関 す る 留 意 点 に つ い て      

起 業 者 か ら の 概 況 ヒ ア リ ン グ の う ち 、 事 業

の 概 要 に つ い て は 、 以 下 の 項 目 に 留 意 し て 説

明 を 受 け る 必 要 が あ る 。               

(1) 事 業 の 法 的 根 拠  

当 該 事 業 が 土 地 収 用 法 第 ２ ０ 条 の 要 件 を 満

た し 、 事 業 認 定 が 可 能 な 事 業 か ど う か を 確 認

す る 。 公 共 事 業 の 用 地 取 得 に お い て は 、 用 地

交 渉 が 困 難 と な っ た 場 合 、 事 業 の 完 成 予 定 時

期 を 見 据 え 、 事 業 認 定 申 請 手 続 を 適 切 な 時 期

に 行 い 、 土 地 収 用 法 を 的 確 に 活 用 す る こ と が

特 質 と な っ て い る た め で あ り 、 計 画 的 な 用 地

取 得 に は 重 要 な 要 素 と な っ て い る 。  

た だ し 、 事 業 の 一 部 が 要 件 を 満 た さ な い こ

と で 、 事 業 の 一 部 も し く は 全 部 が 事 業 認 定 を

取 れ な い 場 合 が あ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ

る 。  

(2) 事 業 の 目 的 ・ 必 要 性  

 公 共 用 地 交 渉 に お い て 、 権 利 者 に 最 初 に 説



明 す る の が 、 「 事 業 の 目 的 ・ 必 要 性 」 で あ り 、

こ れ を 理 解 い た だ か な け れ ば 、 用 地 交 渉 は 進

ま な い 。 よ っ て 、 起 業 者 か ら 事 業 の 計 画 に つ

い て 、 権 利 者 に 説 明 で き る よ う 十 分 な 説 明 を

受 け 、 理 解 す る 必 要 が あ る 。  

(3) 事 業 計 画 の 概 要  

 権 利 者 に 対 し て 事 業 計 画 の 概 要 が 説 明 で き

る よ う に し な け れ ば な ら な い 。 詳 細 な 説 明 は

計 画 担 当 者 か ら 説 明 し て い た だ く と し て も 、

一 通 り の 概 要 に つ い て 、 事 業 パ ン フ レ ッ ト 、

事 業 計 画 図 面 、 標 準 横 断 図 、 等 を 用 い て 説 明

で き る よ う 、 起 業 者 か ら の 説 明 に て 把 握 す る 。  

(4) 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル  

用 地 取 得 の 開 始 ・ 終 了 時 期 、 工 事 の 開 始 時

期 と そ の 期 間 、 供 用 時 期 等 、 事 業 の ス ケ ー ジ

ュ ー ル に つ い て 、 起 業 者 か ら の 説 明 を 受 け て 、

把 握 す る 必 要 が あ る 。  

権 利 者 に と っ て 、 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル は 非 常

に 重 大 な 関 心 事 だ か ら で あ る 。  

 な お 、 事 業 進 捗 に よ り ス ケ ジ ュ ー ル は 変 わ

っ て い く た め 、 常 に 、 起 業 者 か ら 最 新 の ス ケ

ジ ュ ー ル に 関 す る 情 報 を 入 手 し て お く 必 要 が

あ る 。  

 以 上 が 起 業 者 か ら の 概 況 ヒ ア リ ン グ に つ い

て で あ る 。  

 

   （ 20 字 × 30 行 ＝ 600 字 ／ 頁 )  

（ ※ 事 務 局 に お い て 誤 字 等 一 部 修 正 ）  


